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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所有パイパー式ＰＡ‐１８‐１５０型ＪＡ３１０１は、昭和５７年１０月２７日千葉県 

東葛飾郡関宿町の関宿滑空場においてグライダえい航を行った後の着陸滑走中、右主脚取付 

部が破損し、機体は右傾して右へ偏向し右主翼端を接地して滑走路上に停止した。

同機には機長（所有者）のみが搭乗していたが負傷はなかった。

同機は、中破したが火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は昭和５７年１０月２７日運輸大臣より事故発生の通報を受け、 

当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。

１．２．２　調査の実施時期

昭和５７年１０月２７日　現場調査



１．２．３　原因関係者からの意見聴取

原因関係者として機長から昭和５８年８月３１日意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３１０１は、事故当日の０８時００分ごろ、関宿滑空場において機長が飛行前点検を 

実施し、その後０８時４０分から滑走路３６を使用してグライダえい航の飛行を開始した。

同機は、０９時４９分に５回目のえい航を開始し、グライダーを離脱させたのち滑走路

３６に着陸進入して、同滑走路末端より１，３００メートル内側にある接地点標識付近に着陸 

接地した。

機長は、着陸接地後約５０～６０メートルを滑走した時点で、突然機体の右への傾きを感 

知したため、右主車輪のパンクと判断し、できるだけ機体を早く停止させようとしてそれま 

で使用していなかったブレーキを中程度使用したが、同機は、機速の減少に伴い更に右傾が 

増大するとともに右への偏向が始った。

同機は、着陸接地から約１００メートルを滑走したところで右主翼端を軽く接地させて約 

６０度右へ回頭し、着陸接地から約１２０メートルの地点に機首方位約７０度で右傾して停 

止した。

機長が機体停止後、機外に出て右主脚を点検したところ、同脚の前方支柱が機体取付部か 

ら外れ、同支柱が胴体に突き刺っていた。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

なし

２．３　航空機（部品を含む。）の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度　中破

２．３．２　航空機各部の損壊の状況

右主脚　脚支柱前方取付ボルトが破断し、同支柱が取付部から離脱

脚支柱後方取付部変形

胴体　操縦席右側の羽布及び整形部材の変形並びに熔接部のはく離



２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　男性　４１才

事業用操縦士技能証明書　第８０９１号　昭和５６年１月１６日取得

（限定事項）　飛行機陸上単発　昭和４８年５月１８日

第１種航空身体検査証明書　第１１６５２６６３号

（有効期限）　昭和５８年６月２６日

総飛行時間　２，４２５時間００分

同型式機による飛行時間　２，３００時間００分

最近３０日間の飛行時間　６６時間３５分

（その他の資格）　一等航空整備士　取得昭和３８年１２月２日

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　パイパー式ＰＡ‐１８‐１５０型

製造番号及び製造年月日　１８‐４５１１　昭和３０年９月１２日

耐空証明書　第東５７‐３３５号

有効期限　昭和５８年９月３０日

総飛行時間　８，５７７時間２２分

前回オーバホール後の飛行時間　２，１４１時間２６分

５０時間点検後の飛行時間　３１時間５８分

飛行場外離着陸許可番号　新東航第０６７３号

有効期間　昭和５７年１０月４日～昭和５７年１０月３日

２．６．２　重量及び重心位置

事故当時の同機の重量は、１，３４６ポンド、重心位置は１３インチと推算され、いず 

れも許容範囲（最大重量１，７５０ポンド、重心範囲１０．５～２０インチ）内にあったも 

のと認められる。

２．７　気象に関する情報



機長によれば、当時の気象は、快晴で視程１５キロメートル以上、風は北西の風１～２メ 

ートル／秒とのことであった。

２．８　その他の情報

２．８．１　同機の所有者である機長は、一等航空整備士の資格を有しており、前々回及び前 

回の１，０００時間点検は機長が実施した。

２．８．２　当該脚支柱取付ボルト（ＡＮ６‐２６、鋼製）は機長により、前々回の１，０００ 

時間点検（昭和５４年１２月９日）において新品と交換され、その後前回の１，０００時 

間点検（昭和５７年２月２１日）の際取外され、目視による点検が実施されたが、同ボ 

ルトについては異常が認められず、またブッシング（銅合金製）については若干のガタ 

が認められたものの使用可能と判定され、そのままの状態で脚支柱が再取付されたもの 

であって、同ボルトは交換後約１，１５０時間で破断した。

２．８．３　同ボルト（全長約８センチメートル）は、ボルトヘッドから約２．８センチメート 

ルの脚支柱側ブッシング内で破断（付図参照）しており、片側（ボルトナット側長さ約 

５．２センチメートル）部分は、同取付部位から抜け出して紛失したが残余のボルトへッ 

ド側の部分は、同脚支柱の機体側前方フィッティングにかん合した状態で発見された。

２．８．４　当該右主脚前方支柱のアタッチメントには、同支柱側に１個、機体側フィッティ 

ングに２個のブッシングが使用されているが、これ等ブッシングは記録はないがかなり 

長期間使用されたものであり、いずれも内径に著しい摩耗及び変形が認められた。

当該ブッシングの内径（規定値９．４～９．５ミリメートル）の寸度計測を行った結果、 

脚支柱側のブッシングは９．７～１１．０ミリメートル、機体側フィッティングのブッシン 

グは９．８～１０．０ミリメートルであった。

なお、同機の主脚取付機構には、上記の他９個のブッシングが使用されているが、これ 

等ブッシングについてもほぼ同様な内径の摩耗及び変形が認められた。

２．８．５　同機は、長期間グライダえい航機として使用されており、脚部への荷重変動が大き 

い未舗装滑走路での離着陸回数が多く、その一日の平均回数は２０～３０回であり、時 

としては５０～６０回にも及ぶことがあった。



３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長は適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　ＪＡ３１０１は有効な耐空証明を有し、調査の結果から主脚取付部の不具合を除 

き、事故発生まで不具合はなかったものと推定される。

３．１．３　事故当時の気象状況は、事故に関連はなかったものと認められる。

３．１．４　同機は、着陸接地後の滑走中、突然右傾が発生しているが、これは、右主脚前方 

支柱を機体側フィッティングへ取付けるための取付ボルトが同脚支柱のブッシング内で 

破断して同部位から抜け出し、同脚支柱が機体側フィッティンクから離脱したことによ 

り、発生したものと認められる。

３．１．５　当該取付ボルトの破断面の調査結果から、同ボルトの破断は繰返しまげ荷重によ

って、同破断面円周上の数個所の表面欠陥を起点とする疲れ破壊が最終破断域にまで進 

行したことによるものと推定される。

３．１．６　当該取付ボルトが疲れ破断したことについては、同ボルトが約２，０００時間毎に 

交換されるのに反し、同部位に使用されていたブッシングは交換された記録がなく、長 

期間の使用により、その内径に著しい摩耗及び変形が認められたことから、このボルト 

とブッシングとの間に過大な間隙が生じたため同機の未舗装滑走路を使用した離発着の  

間において、同ボルトに大きな繰り返しまげ荷重が作用したことによるものと推定される。

４　原因

４．１　解析の要約

(1)　同機は、右主脚前方支柱の取付ボルトが破断して、同取付部から抜け出し、同脚支柱 

が機体側フィッティングから離脱したことにより、当該着陸後の滑走中右傾したものと 

認められる。

(2)　当該取付ボルトは、同部位に使用されていたブッシングが長期間の使用により、その 

内径が著しく摩耗及び変形しており、これによって生じたボルトとフィッティングとの 

間に過大な間隙を生じたため、未舗装滑走路での離着陸の間に大きな繰り返しまげ荷重が 

作用し、疲れ破断したものと推定される。



４．２　推定原因

本事故の推定原因は、右主脚前方支柱の取付ボルトが疲れ破断して、装着部位から抜け出 

し同脚支柱が機体取付部から離脱したことによるものと認められる。

なお、当該取付ボルトの破断には、同部位に使用されていたブッシングの整備が適切でな 

かったことの関与が認められる。



付図

右主脚前方支柱取付部概図


